
  

 

 

    

 

 

 

 

福島再生加速化交付金（第４６回）《原子力災害情報発信等 

拠点施設整備等（第６回）》の交付可能額通知について 

 

「福島再生加速化交付金（原子力災害情報発信等拠点施設整備等）」

について、本日、以下のとおり交付可能額を通知します。 

 

１．交付可能額について 
  
 今回配分額 事業費 ６３百万円、国費 ３２百万円 
  （注）計数は精査の結果、今後変動があり得ます。 

 

２．交付対象事業 
 

  福島県が運営する東日本大震災・原子力災害伝承館の立ち上げに要

する広報費等の初期費用の支援を行う。 

 
 

《別紙資料》 

・別紙１：福島再生加速化交付金（第 46 回）≪原子力災害情報発信等拠点施設整備等（第６回）≫市町村別交付可能額 

・別紙２：福島再生加速化交付金（原子力災害情報発信等拠点施設整備等）事業概要 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 記 者 発 表 資 料   

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

復 興 庁 

本件連絡先 

復興庁 原子力災害復興班  

上村、増田、野田 

電話：０３－６３２８－０２４２ 
 



 【別紙１】 

 

 

 

福島再生加速化交付金（第４６回）≪原子力災害情報発信等拠点施

設整備等（第６回）≫市町村別交付可能額 

 

 

（単位：百万円） 

県及び市町村名 事業費 交付可能額【国費】 
福  島  県 ６３ ３２ 

計 ６３ ３２ 
注）計数は精査の結果、今後変動があり得ます。 

   

 



○ 浜通り地域等の避難指示解除等が進む中、新たな
産業基盤の構築や地域再生に対する地元の期待がよ
り一層高まっており、福島イノベーション・コースト構想
（以下「構想」という。）の重要性はこれまで以上に増
大している。

○ そのため、本事業では、福島県が整備した原子力災
害に係る情報発信等拠点施設（東日本大震災・原
子力災害伝承館）の立ち上げに要する初期費用を支
援することで、伝承館の円滑な立ち上げによる構想の
具現化に向けた交流人口拡大等により、復興・再生に
寄与することを目的とする。

福島再生加速化交付金（原子力災害情報発信等拠点施設整備等）事業概要

事業概要・目的 事業イメージ・交付対象事業

○ 原子力災害情報発信等拠点施設（東日本大震
災・原子力災害伝承館）を核とした情報発信を通じた、
原子力災害からの復興・再生の加速化や交流人口拡
大等

期待される効果

（１）対象地域・団体
福島県

（２）交付対象事業（基幹事業）
●原子力災害情報発信等拠点施設整備等事業

（補助率1/2）
福島県が双葉町に整備し、令和２年９月に開館し
た原子力災害情報発信等拠点施設（東日本大震
災・原子力災害伝承館）について、立ち上げに要する
広報費等の初期費用を支援することで、伝承館の円
滑な立ち上げ及び
今後の自立的な
運営を促す。

資金の流れ

復興庁 福島県

   

 

 
 

  

 

  4. 県民の想い  
 

 

 

 

 

 

1. プロローグ（導入シアター） 
  6. 復興への挑戦  企業ブース・企画展示スペース 

 

 

 

 

 
 

    3. 原子力災害の影響と対応（初期）  
情報検索エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 災害の始まり 

   1. プロローグ（導入シアター） 

【展示室】
【伝承館外観】

【別紙２】
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